
基本目標３　男女共同参画を次の世代につなげよう（基本施策７～10）

基本施策７　若い世代への分かりやすい男女共同参画

Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

28 男女平等意識を育
む保育の実施

子育て支援
課

継続 実施時期：通年
対象：保育所長及び保育士
目的：子どもたちが性別による固定観念にとらわれずに成長していけるような保
育を行っていく。
内容：男女の区別なく遊具や遊びを楽しめる環境づくりに努める。また、名前の
呼び方や言葉掛け等、様々な場面において男女を区別しないよう注意する。
職員会議において、互いに問題を提起し、解決策を探り、共通認識を深めること
により、男女共同参画に関する正しい理解と実践に取り組む。
前年度からの改善点：日常保育及び行事等の職員ミーティングの場において、
男女を区別しない子供への関わり方について、職員全員で意識共有を図る。
目標値：年３回

29 男女平等意識を育
む人権教育の推
進

小中一貫教
育推進課

継続 実施時期：年間
対象：全市立学校
目的：男女平等の意識を育むには、子どもの頃から意図的、継続的に教育の機
会を設定することが大切である。そのため、性差別を含むあらゆる差別をしない、
見逃さない、許さない児童生徒の育成に重点をおき、全市立学校での人権教育
を推進する。
内容：全市立学校が、性による差別を含むあらゆる差別をしない、見逃さない、
許さない児童生徒の育成を目指した人権教育を推進するよう、学校訪問等を通
じて指導、助言を行う。
前年度からの改善点：人権教育授業の実施が年度末になる学校がある。年間を
通じて計画的に実施するよう各校に働きかける。
目標値：学校訪問、校長会議を通じて市内全市立学校に指導、助言を行う。
全市立学校が年２回以上の人権教育に関する職員研修を行う。
全市立学校が全ての学級で年２回以上の人権教育授業を行う。

30 多様な性を尊重す
る教育の充実

小中一貫教
育推進課

継続 実施時期：年間
対象：全市立学校
目的：性差別に基づく役割分担意識が根強く残っている状況を解消していくため
には、多様な性に関する理解を深め、互いに尊重し合う態度を育成していくこと
が大切である。そのために、義務教育９年間を通じて計画的に性に関する指導
を推進する。
内容：全市立学校が、義務教育９年間の発達段階を踏まえ、専門家や養護教諭
との連携による性に関する指導を充実させるよう、学校訪問、校長会議を通じて
指導、助言を行う。
前年度からの改善点：県教委作成「性に関する指導の手引き」の指導計画例を
示し、心身の発育・発達に限らず、自他の個性の尊重や望ましい人間関係の構
築等に関する内容の指導も含まれることを周知し、多様な取組を促す。
目標値：学校訪問、校長会議を通じて全市立学校に指導、助言を行う。全市立
学校が、全ての学級で性に関する指導を行う。
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Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

31 こどもエプロンクラ
ブ

生涯学習課
(大崎公民
館）

継続 実施時期：1月23日（土）
対象：大崎・保内地区の小学生
目的：男女の隔てなく、平等に家事に対して興味を持ってもらえるよう、料理教室
を通じて意識の向上を図る。
内容：男女関係なく、小さい頃から家事に興味を持てるよう、小学生を対象とした
料理教室を実施する。
会場：大崎公民館　料理実習室・講義室
講師：食生活改善推進委員協議会大崎中学校区の皆さん
定員：12人（新型コロナウイルスの状況により、減少する可能性あり）
前年度からの改善点：参加率の低い男子児童の参加を促せるようなメニューを設
定し、チラシやポスターなど男女の偏りが出ないデザインとする。
目標値：男子児童の参加率30%以上

32 きっず！楽しくクッ
キング

生涯学習課
（大島公民
館）

継続 実施時期：未定
対象：主に大島・須頃地区の小学生
目的：男女の隔てなく、平等に家事に対して興味を持ってもらえるよう、料理教室
を通じて意識の向上を図る。
内容：男女関係なく、子供達が料理を作る楽しさを知り、家庭で料理するきっかけ
となるように料理教室を開催する。
前年度からの改善点：子供達が家でも作りたくなるようなメニューで開催する。
目標値：男子児童の参加率30%以上
予算額：9千円

33 さかえきっずキッチ
ン

生涯学習課
(栄公民館）

継続 実施時期：１月～２月
対象：栄地区の小学生と保護者
目的：男女の隔てなく、平等に家事に対して興味を持ってもらえるよう、料理教室
を通じて意識の向上を図る。
内容：調理器具の正しい使い方を学び、作ることの楽しさ・喜びを感じることで食
への関心を高めるとともに、男女・年齢に関係なく一緒に作業することで、交流を
図る。
前年度からの改善点：男子児童・男性保護者の参加割合を増やす為に、実施内
容の検討とPRの仕方を工夫する。
目標値：男子児童・男性保護者の参加割合30％以上
予算額：38千円

34 子ども料理教室 生涯学習課
(下田公民
館）

継続 実施時期：８月
対象：下田地区の小学生
目的：次代を担う子ども達が男女に関わらず、料理においての知識を身に付け、
その後の生活に役立てる事を目的とする。
内容：子どもたちが男女問わずに料理に興味を持ち、基本から応用まで学ぶこと
により、家庭でも作る事が出来るようになるよう、子ども向けの料理教室を実施す
る。
会場：下田保健センター
講師：新潟県栄養士会三条支部　安中　君江さん
定員：12人
前年度からの改善点：男女・学年問わず、簡単に楽しく作れるような内容を考え
る。また、普段あまり料理に興味のない子どもでも作ってみたくなるようなメニュー
を取り入れる。
目標値：男子児童の割合が30％以上
予算額：14千円
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Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

35 中学生・高校生の
ためのデートDV防
止セミナー

地域経営課 継続 実施時期：年間
対象：中学生及び高校生
目的：交際相手からの暴力の問題について考える機会としてもらい、正しい知識
と理解を深めることによりデートＤＶの防止を図る。
内容：講師（NPO法人女のスペース・にいがた）とともに学校に出向き、セミナーを
実施する。
前年度からの改善点：内容満足度を高めるため、学校及び講師とよく連携を図り
ながら開催する。
目標値：デートDVについて理解を深めたと回答した割合90％以上
予算額：100千円

36 児童・生徒に対す
る意識啓発

地域経営課 継続 実施時期：通年
対象：小学生及び中学生
目的：性別に捉われない家事の関わり方や職業選択に対する理解を促し、男女
共同参画に対する意識啓発を図る。
内容：講師とともに学校に出向き、児童用啓発冊子を活用しながらセミナーを実
施する。
目標値：性別に捉われない家事参加や職業選択について「参考になった」と回
答した割合80％以上
予算額：120千円

37 子育て世代に対す
る意識啓発

地域経営課 継続 実施時期：年間
対象：市民（主に20代から30代まで）
目的：婚姻等を契機に男女の区別のない家事・育児の関わり方について、働く男
女間の相互理解を促す。
内容：男女の区別のない家事・育児の関わり方を促すチェックシート等を婚姻届
受理時に配布する。
予算額：60千円
目標値：チェックシート内の家事分担項目（10項目中）において、「夫がする家
事」の割合が50％以上
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基本施策８　性別を理由にするあらゆる暴力の追放

Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

38 DV（デートDV）防
止の意識啓発の推
進及び相談事業
の充実

子育て支援
課

継続 実施時期：通年
対象：市民
目的：ＤＶ、デートＤＶについての正しい知識を市民に浸透させ、個人の尊厳を
傷つける暴力は許さないという意識を社会全体で共有する。
内容：ＤＶは重大な人権侵害であるという認識を深め、ＤＶ防止に向けた意識啓
発を図るため、リーフレットやポスターの掲示、燕三条ＦＭ（ＤＶ、デートＤＶに関
する放送）等で啓発を行う。早期に相談体制が取れるよう、関係機関との連携強
化に努める。
前年度からの改善点：研修会、講演会へ参加し関係機関との連携に努める。
予算額：62千円

39 中学生・高校生の
ためのデートDV防
止セミナー（再掲）

地域経営課 継続 №35に同じ

40 市民に対する広
報・意識啓発

地域経営課 継続 実施時期：通年
対象：市民、事業者
目的：性別を理由とするあらゆる暴力を防止するため、家庭や職場等で人権が
尊重されるよう啓発活動に努める。
内容：ホームページや燕三条FM放送等で啓発を行うとともに、各種講座開催時
にDV防止啓発リーフレットを配布する。「女性に対する暴力をなくす運動」期間
（11月12日から25日まで）に関する周知を行う。

41 セクシュアル・ハラ
スメント防止のため
の教職員に対する
啓発活動

小中一貫教
育推進課

継続 実施時期：年間
対象：全市立学校
目的：セクシュアル・ハラスメントは重大な人権侵害であり、決して許されないもの
である。教育の場である学校現場からセクシュアル・ハラスメントを絶対に起こさな
いという意識を全市立学校教職員に徹底する。
内容：全市立学校が、教職員によるセクシュアル・ハラスメントの発生を防止でき
るよう、学校訪問や教職員管理に関わる通知等を通じて指導、啓発を行う。
前年度からの改善点：昨年度、発生件数が０件でだったことに気を抜かず、学校
訪問、校長会議で確実に指導を行う。
目標値：学校訪問、校長会議、通知を通じて全市立学校に指導、啓発を行う。全
市立学校でのセクシュアル・ハラスメントの発生がない。

42 相談体制の充実 市民窓口課 継続 実施時期：通年
対象：市民
目的：性別を問わずDV等の相談に対し、適切な助言や情報提供を行い、必要
に応じて関係機関等と連携を図りながら相談体制の充実に努める。
内容：「市民なんでも相談室」で受け付ける相談の中で、ＤＶやセクハラ、JKビジ
ネスに起因する事案又は遠因等となっている事案について、適切に対応するとと
もに、関係課や関係機関と連携し、未然防止や早期解決に努める。
予算額：911千円
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基本施策９　みんなで知る男女共同参画

Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

43 男女共同参画関
連資料の収集・提
供

生涯学習課
（図書館）

継続 実施時期：年間
対象：市民
目的：男女共同参画関連資料の提供に継続して当たり、利用者に向けた情報の
拡充と利用促進を図る。
内容：・関連資料を選択して収集の上提供
・「男女共同参画関連資料コーナー」の資料充実による情報発信
・ブックリストの作成・配布
・図書館ホームページにブックリストを掲載
・男女共同参画に関連したテーマ特集を本館特集コーナーで実施
前年度からの改善点：特集コーナーやブックリストの活用等で男女共同参画推
進に関する情報発信に努め、利用者の関心を高めていく。
目標値：新たな関連資料を前年度と同様に収集の上、利用者に提供する。（昨
年度収集実績82冊）

44 広報・啓発活動 地域経営課 継続 実施時期：通年
対象：市民
目的：男女共同参画意識の浸透を図る。
内容：男女共同参画推進について、ホームページ、燕三条FM放送など様々なメ
ディアを活用し情報提供を行うとともに、講座等開催時のディスプレイ等の表示、
チラシ・ポスターの配布など、あらゆる機会を捉えて啓発を行う。
目標値：FM放送回数８回

基本施策10　女性の視点を活かした防災

Ｎｏ 事　業　名 担当課等 区分 実施計画内容

45 自主防災組織等
の育成・強化

行政課 継続 実施時期：通年
対象：市内全域
目的：女性が自主防災組織等の活動に参画するよう研修会、説明会、意見交換
会等を通じて啓発を図るもの
内容：地域の防災力の強化を図るため、自主防災組織の育成・強化や自治会等
が行う防災活動への支援に努めるとともに、女性が組織等の活動に参画するよう
自主防災組織の立ち上げについて意見交換会、防災訓練時などで説明し、啓
発を図る。また市民向けの防災研修会実施に当たっては、女性の参加を促進す
る視点で企画し、防災意識の啓発を行うことにより、自主防災組織への女性の参
画を促す。
前年度からの改善点：自主防災組織役員に女性の参画(登用)を要請
目標値：自主防災組織登録数の３割（117団体*0.3=35.1≒35団体）

46 広報・啓発活動 地域経営課 継続 実施時期：通年
対象：市民
目的：防災・災害分野への女性の参画を促進する。
内容：ホームページや燕三条ＦＭ放送等で、防災・災害の分野における女性の
視点の必要性等について啓発を行う。
目標値：ＦＭ放送回数１回
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